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令和３年度士別市各会計決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により審

査に付された、令和３年度士別市各会計の決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

について審査を終了したので、別紙のとおりその意見を提出します。





令和３年度士別市各会計決算に基づく健全化判断比率審査意見書

１ 審査の対象

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和４年７月 27 日から令和４年８月 31 日まで

３ 審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれ

も適正に作成されているものと認められた。

(単位：％)

(2) 個別意見

実質赤字比率については、一般会計において赤字が発生しておらず、良好な状態にある

と認められる。

連結実質赤字比率については、一般会計及び特別会計において赤字が発生しておらず、

企業会計においても資金不足が発生していない状況にある。

実質公債費比率については、早期健全化基準（25.0％）を下回る 14.2％となっており、概

ね良好な状態にあると認められる。

将来負担比率については、早期健全化基準（350.0％）を下回る 110.9％となっており、概

ね良好な状態にあると認められる。

(3) まとめ

各会計とも赤字がなく健全な範囲にあるが、これら以外の財政分析指標のなかで、一般

会計の経常収支比率が 92.7％と前年度より 5.4 ポイント減少したものの依然として高い比率

にあり、財政運営も厳しい状況にあることから、「行財政運営戦略」及び「財政健全化実行計

画」に基づいた行財政改革が必要と認められる。

健全化判断比率 令和３年度 早期健全化基準 財政再生基準 参考令和２年度

実質赤字比率 - 13.28 20.00 -

連結実質赤字比率 - 18.28 30.00 -

実質公債費比率 14.2 25.0 35.0 13.5

将来負担比率 110.9 350.0 136.6



　イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

　ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

　ハ　一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

　ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

注 １　比率が算定されない（負の値）場合は「－」の表示としている。
　　2　標準財政規模の額には、臨時財政対策債発行可能額を含む。

健　全　化　判　断　比　率　算　定　表

比率（％）

令和３年度

　一般会計等の実質赤字額 ＝ 繰上充用額＋（支払繰越額 ＋ 事業繰越額） － （歳計剰余額 ＋ 繰越に係る未収入特定財源）

                                                                    標　準　財　政　規　模

0円 ＋ （0円 ＋96,947千円) － （701,693千円 ＋93,872円)

10,326,642千円

　連結実質赤字額 ＝ （イ ＋ ロ）－（ハ ＋ ニ）

                標 準 財 政 規 模

（0円 ＋ 0円) － （793,590千円 ＋ 723,958千円)

10,326,642千円

 （地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金） － （特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

標準財政規模 － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

（2,753,910千円 ＋ 530,210千円） － （219,782千円 ＋ 1,840,124千円）

10,326,642千円 － 1,840,124千円

 将来負担額 － （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

34,194,953千円 － （2,574,389千円 ＋ 2,246,636千円 ＋ 19,955,079千円）

10,326,642千円 － 1,840,124千円

健全化判断基準 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

×１００

R3＝ ×100 ＝ △6.76 (負の値)

×100

R3＝ ×100 ＝ △14.69（負の値） 

×１００　の3年度間の平均値

R3＝ ×100 ＝ 14.42540

×１００

R3＝ ×100 ＝ 110.9

実 質 赤 字 比 率 － 

連結実質赤字比率 － 

実 質 公 債 費 比 率
　　　  14.2
  　   (14.4)

将 来 負 担 比 率        110.9 

※　(  ）内は単年度の
      実質公債費比率
※　(  ）内は単年度の
      実質公債費比率



令和３年度士別市公営企業会計決算に基づく資金不足比率審査意見書

１ 審査の対象

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

令和４年７月 27 日から令和４年８月 31 日まで

３ 審査の概要

この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

４ 審査の結果

(1) 総合意見

審査に付された各会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いず

れも適正に作成されているものと認められた。

(単位：％)

※ 法適用・法非適用の「法」とは地方公営企業法のことをいう。

(2) 個別意見

水道事業会計については、資金不足にはない状態にあるが、財務の短期流動性を表示

する流動比率は85.8％となっている。一般的に100％を下回るということは、１年以内に現金

化できる資産で、１年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、支払能力を高

めるための経営改善を図っていく必要がある。

また、病院事業会計については、一般会計からの繰入金等を行っても流動比率は

186.0％と理想とする200.0％を切っているが、資金不足はない状態にあると認められる。さら

に、法非適用の 2 事業特別会計についても、資金不足がない状態にあると認められる。

(3) まとめ

水道事業会計は、資金不足にはないものの純損失を計上していることから、引き続き「水

道事業経営戦略」に基づき、経営改善への取り組みが必要と認められる。

病院事業会計は、前年度に引き続き、令和３年度決算で純利益を計上したものの、依然

として大変厳しい状況にある。「経営改革プラン」に基づき、経営改革を推進することが必要

と認められる。

会 計 名
資 金 不 足 比 率

令和３年度 経営健全化基準 参考 令和２年度

法
適
用

水道事業会計 - 20.0 -

病院事業会計 - 20.0 -

法
非
適
用

公共下水道事業特別会計 - 20.0 -

農業集落排水事業特別会計 - 20.0 -



    2　比率が算定されない（資金不足がない）場合は「－」の表示としている。
　　3　公営企業会計の流動負債の額は、平成26年度地方公営企業会計制度改正を踏まえた企業債を控除した金額となっている。

公　営　企　業　会　計　等　資　金　不　足　比　率　算　定　表

比率（％）

令和３年度

資金不足額 ＝ （流動負債の額 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 － 流動資産の額）－ 解消可能資金不足額

事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

（38,503千円 ＋ 25,289千円 － 212,983千円） － 0円

362,818千円 － 2,544千円

資金不足額 ＝ （流動負債の額 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 － 流動資産の額） － 解消可能資金不足額

事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

（371,568千円 ＋ 0円 －946,335千円） － 0円 

2,480,203千円 － 0円

資金不足額 ＝ （繰上充用額 ＋ 事業繰越額等 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高） － 解消可能資金不足額

事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

 （△200千円 ＋ 200千円 ＋ 0円） － 0円

271,163千円 － 0円

資金不足額 ＝ （繰上充用額 ＋ 事業繰越額等 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高） － 解消可能資金不足額

事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

（0円 ＋ 0円 ＋ 0円） － 0円

23,339千円 － 0円

注 1　分子の解消可能資金不足額は資金不足額がある場合算入するが、資金不足がない場合は算入していない。

会　　計　　名 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

R3＝  ＝ 資金不足額なし （負の値）

R3＝  ＝ 資金不足額なし （負の値）

R3＝  ＝ 資金不足額なし （0の値）

R3＝  ＝ 資金不足額なし （0の値）

水 道 事 業 会 計 － 

病 院 事 業 会 計 － 

公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計

－ 

農業集落排水事業
特 別 会 計

－ 


